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７ 付録 ： 銀行アンケート調査 

 
（１） 調査概要 

【調査目的】 

「厚生労働省ガイドライン」は公表後３年を目処に見直すこととしている。今般の見直しに

あたっては、総額貸付型医療機関債等の発行を行う銀行の意見を取り入れ、市場の実情に沿っ

た内容とすることを目的とした。 

【調査方法】 

郵送によるアンケート調査（アンケート用紙を郵送し、郵送で回収） 

【調査対象】 

都市銀行 4行と全国の地方銀行 65 行（第二地方銀行 １行を含む）の計 69 行 

※各行の医療機関担当部署へ送付 

【回収状況】 

発送数   69 行 

回収数   36 行（回収率：52.2％） 

有効回答数 35 行（有効回収率：50.7％） 

※全項目無記入 1行を無効回答とした 

【調査時期（回収期間）】 

平成 20 年 1月 10 日（木） ～ 平成 20 年 1月 29日（火） 

 
（２） 調査結果 

問１．新しい資金調達法のうち、医療法人が推進すべき方法は？ 
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n=35（複数回答） 

（件） 
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問２．貴行では、医療法人が発行する医療機関債の総額引受を行った実績がありますか？ 

 
n=35 

※「ある」と回答した銀行（7 行）の総額引受件数の合計は 18 件 
 
問３．今後、医療法人向けに医療機関債の発行提案や支援を行う予定はありますか？ 

 
n=35 

問４．医療機関債の発行例はまだ２桁台ですが、普及させるためには、何が必要と考えますか？ 
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問５．厚生労働省「医療機関債発行のガイドライン」は公表後３年目を迎え、見直しを検討中です。ガ

イドラインをどのように見直すべきですか？ 
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問６．社会医療法人債の発行を希望している医療法人が県内に存在しますか？ 

存在しない
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n=35 

 
 

n=35（複数回答） 

（件） 
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問７．その他、ご意見、ご感想があれば自由にご記入ください。 
＜回答を原文のまま掲載＞ 

医療法人へのアプローチツールとして１先へ提案を実施しました。 

従業員への福利厚生、職員の囲い込みの観点で非常に好感触を得ています。 

 １．医療機関債の発行コスト（金利、手数料）の基準があれば教えてほしい。 

２．病院債の失敗例（未発行）の問題点、改善策。 

・病院建替資金や病床再編に伴う設備資金ニーズは、今後も増加が期待されるが、耐用年数・償還能

力から償還年数は 10 年～30 年と長期のものに集中している。 
・このため医療機関債等になじまないケースが多く、病院側としても一般的なコーポレートローンま

たはシンジケートローンで十分と考えている様子。 
・但し、運転資金も利用可能となれば、中期・固定、一括償還の医療機関債が脚光を浴びると思われ

る。 
・また、医療生協は古くから組合債を発行し、地域の人々から多額の資金を調達しているが、昨今は

病院自体の信用が揺らいでおり、調達が以前より困難になっていると聞く。病院の財務格付制度の

定着や、わかりやすいディスクローズが必須と思う。 

地域の医療を地域で支えるという観点から、地域住民や病院職員の協力によって資金調達するという

あり方は興味深い。 
発行基準やコストなど、病院にとって使い勝手のよいものになるよう見直していく必要があるのでは

ないか。  
医療機関債のネックとなっているのは、①借換債の発行ができないこと、②外部へ決算データが開示

されること、及び③資金使途が資産の取得に限定されていること、④１億円以上の発行の場合、外部

監査が必要、といったことがあげられます。特に①、④は大きなネックとなっております。②につい

ては、次期決算から財務内容が閲覧可能になることによりネックとなる比重は低下すると思われます。 

・全体的に医療機関債の認知度が低いように思われます（県内）。もう少し医療機関債の仕組みが幅広

く広報されれば動きは変わってくるかもしれません。 

病院の資金調達での一番の課題は、議論の内容が調達側の病院にとって都合のよいことばかりが語ら

れ、主張されている点にあると思います。資金の出し手側の病院に資金を出すことのメリットも考え

なければファイナンススキームはうまくいかないでしょう。 
銀行からの資金調達では財務内容の改善（良い銀行内格付け）が何にもまして大切です。病院債では

投資家保護が大切でしょう。その次に病院債を買う（買いたくなる）投資家側のメリットの付与の検

討だと思います。 

社会医療法人債については、発行希望はあるが、投資家が見つかるかどうか危ぶんでいる。 
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◆調査票質問項目 

問１．新しい資金調達法のうち、医療法人が推進すべき方法は次のいずれかと思われますか？○をつけてください。（○

はいくつでも） 

 （１）医療機関債      （２）地域医療振興債  （３）社会医療法人債 

 （４）診療報酬債権流動化  （５）不動産流動化   （６）証券化手法 

 （７）その他 

問２．貴行では、医療法人が発行する医療機関債の総額引受けを行った実績がありますか？ 

 （１）ある  実績  件 

 （２）なし 

問３．今後、医療法人向けに医療機関債の発行提案や支援を行う予定はありますか？ 

 （１）ある 

 （２）なし 

問４．医療機関債の発行例はまだ２桁台ですが、普及させるためには、何が必要と考えますか？○をつけてください。（○

はいくつでも） 

 （１）発行しやすくなるように、厚生労働省のガイドラインの基準を見直す。 

 （２）医療機関債の発行方法など普及に必要な情報を医療法人に提供する行政窓口の設置 

 （３）医療法人が第三者に対する財務公開への抵抗感をなくすこと 

 （４）発行コストの低減 

 （５）その他 

問５．厚生労働省「医療機関債発行のガイドライン」は公表後３年目を迎え、見直しを検討中です。ガイドラインをどの

ように見直すべきか、ご意見をお聞かせください。下記項目に該当する場合は、○をつけてください。（○はいくつでも） 

 （１）借換債の発行を可能にする 

 （２）３期連続税引前純損益の黒字という発行条件のハードルを低くする 

 （３）資産の取得に限っている資金使途を見直す（運転資金にも利用可能にする） 

 （４）長期国債利回りを基準とした利率の上限の規定を撤廃する 

 （５）金融商品取引法を参考にして投資家保護の規定をガイドラインに加える 

 （６）発行した場合は、厚生労働省へ届出を行うこととする 

 （７）ガイドラインではなく、法令で医療機関債を定めるようにする 

 （８）その他 

問６．社会医療法人債の発行を希望している医療法人が県内に存在しますか？ 

 （１）存在する 

 （２）存在しない 

 （３）分からない 

問７．その他、ご意見、ご感想があれば自由にご記入ください。 
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